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個別項目実装・チェックルール（案） 
 
対象確認のための全体像 

平成 24 年 7 月 18 日 
参考

資料１ 
第 2 回実務担当者による特定健診・ 

保健指導等に関するワーキンググループ 

健診機関

保健指導機関

健診機関

保健指導機関
保険者保険者 国国

取りまとめ

事業者

取りまとめ

事業者

代行機関代行機関

事業主

（関与する場合もあるが、特殊扱い）

個別契約

個別契約

保険者団体

システム

保険者団体

システム

集合契約 集合契約

関係する改修項目番号 
（１）（２）（３）（４）（５）（６）（７）（８）（９）（10）（11） 

関係する改修項目番号 
（２）（３）（５）（７）（９） 
 

個別契約でも集合契約に準じたフォーマットの使用が基

本だが、最終的に保険者が受け入れられるフォーマット

ならば可として運用されている。 
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改修項目 改修方針（案） 
検討における 

留意点・備考等 

返戻ルール（案） 

（チェックルールのたたき台等） 

運用上の課題等 

（１） 

健診受診者・

保健指導利

用者の被保

険者本人又

は被扶養者

の別を明らか

にする 

対象：様式変更 

保険者→国 

 

・ 集計情報ファイルでの

報告は求めず、 

・ 個票情報ファイルに、

被用者・被扶養者の区

分を設ける。 

・ 制度属性情報（強制、

特例退職、任意継続）

の区分を設ける必要

があるか。 

・ 上記の区分を設ける

場合には、任意継続保

険者、特例退職者につ

いて、法律上の被扶養

者か、運用上の被扶養

者かの明確化する。 

・ 国保側システムにおい

ても改修を行う 

 本人属性（被保険

者本人または、被

扶養者）の区分（タ

グ）を設ける必要

がある。 

 制度属性情報の区

分（タグ）を設け

る必要があるか。 

受診時と報告時

で、属性が変化し

ているケースの場

合は、健診は受診

日、保健指導は初

回面接日とする。 

 具体的な改修方法（案） 

 各個票において、「本人属性」（仮称）が出現していること 

 「本人属性」は、以下の何れかの値をとること 

 1：被保険者本人、２：被扶養者 

※ 制度属性情報の区分が必要な場合。 

 「制度属性」は、以下の何れかの値をとること 

 １：強制適用、２：任意継続、３、特例退職者 

出現場所 

 「ヘッダ部」-「健診管理情報」-「受診者情報」内 

 /ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/ 

 返戻条件 

 「本人属性」が出現していない 

 「属性情報」が出現していない 

 各属性に、所定の値以外が設定されている 

 備考 

 「本人属性」「制度属性」のボキャブラリを定義すること。 

 

 

（2） 

「標準的な健

診・保健指導

プログラム」で

の特定健診

項目のデータ

範囲のチェッ

ク 

対象：様式変更 

実施機関→保険者 

保険者→国 

 

・ 実測値を必須化し、H、

L、の場合も実測値を

記入することとする。 

 

 本来であれば、Ｈ

Ｌの基準となる範

囲の妥当性につい

ても再確認が必要

となるが、実測値

を入力可能とする

ことを優先事項と

する。 

 返戻ルールに注意

する。 

 具体的な改修方法（案） 

 Ａ:検査結果データ型として出現ルールを統一する場合 

 HL を出現させる場合は、表 18 11.12 の結果解釈コードを用いること

として運用の統一を行う。表 19 の様な例外運用は行わない。

（@xsi:type は、PQ とする。） 

 Ｂ:既存ルールをある程度尊重する場合（コード型） 

 入力範囲を超えた場合においても、@value と@unit を出現させる。（表

19、@xsi:type は、CD とする。） 

 出現場所 

 現状に同じ 

 返戻条件 

 observation/interpretationCode  @code  が 出 現 し て い る 時 に 、

observation/value @value 及び @unit が出現していない。 

 

 

●Ｈ、Ｌという結果解釈情報の必要性については、今後検討が必

要。 
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（3） 

ヘモグロビン

A1c 検査の検

査結果につい

て、NGSP 値

によるデータ

の受け入れを

可能とする。 

対象：ルール・マスタ修正 

実施機関→保険者 

保険者→国 

・ 新たな JLAC10 コード

を付した NGSP 値の項

目を追加。 

・ NGSP 値と JDS 値を同

時に出現することと

した場合には、各保険

者が受け取り後に検

算を行った際に、示さ

れている変換値と合

致しない場合、データ

の適正性について、疑

義が生じる可能性が

ある。 

・ 平成 25 年度実施分の

健診データからは、

NGSP 値のみを受け入

れるとした場合には、

健診実施日を基準に

健診項目コードチェ

ックを行う。（平成 24

年度以前分について

は JDS 値での報告を

受け入れる。） 

・ 国への報告様式につ

いては、平成 26年 11

月報告〆切り分より

NGSP の受け入れを開

始する。 

 

 返戻ルールの明確

化必要 

 平成 25年度実

施分の健診デ

ータは NGSP値

のみとした場

合の JDS 値報

告がなされた

場合の取扱い 

 平成 24 年度実

施分が平成 25

年度に入って

から請求される

可能性も留意

した構造とす

る。 

 健診実施施設等に

おける NGSP 値へ

の出力変更の完了

状況、平成 25 年度

開始時点での見通

しについて、何らか

の現状把握を行う

必要がある。 

 

 

 出現場所 

 現在の出現場所に同じ 

 返戻条件 

 平成 25 年度以降に受け取るデータについて、NGSP 値のみとした場合に

は、ＪＤＳ値が出現してはならない。 

 以下は、空腹時血糖値が報告データに含まれておらず、HbA1c を血糖リ

スク評価に使用する場合において適用される。 

 健診受診日が、平成 24 年度中 

 NGSP 値：即返戻 

 JDS 値：特定健診データとして受け入れ、階層化に使用する。 

 健診受診日が、平成 25 年度以降 

 NGSP 値：特定健診項目として受け入れる 

 JDS 値：その他健診項目として受け入れる。階層化に使用せず、

HbA1c としては欠損扱い 

 備考 

 原則として、血糖リスク評価は、空腹時血糖を優先して評価する。 

 返戻条件としては、同時出現を認めないほうがシンプルになる。 

 同時出現を認める場合は、値間での整合性を確認しないほうが良いので

はないか。 

 

【運用における課題認識】 

・ NGSP値と JDS値を同時に出現することとした場合には、各

保険者が受け取り後に検算を行った際に、示されている変

換値と合致しない場合、データの適正性について、疑義が

生じる可能性がある。 

 

 

 

（4） 

特定健康診

査結果データ

ファイルとそ

の健診に基づ

対象：様式変更 

 保険者→国 

・ 利用券番号を必須化

した上で付番方法を徹

底する。 

 利用券を発行せず

に指導を行っている

ケースの状況把握

必要（直営・個別契

約等） 

 各個票において、「利用券情報」が出現していること 

 /ClinicalDocument/participant[functionCode/@code= ”2 ” ]/の多重度を

1..1 とする 

 出現場所 

 「ヘッダ部」-「保健指導管理情報」-「受診券・利用券情報」 
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く特定保健指

導ファイルの

紐付け 

・ 現行ルール：年度(西

暦下 2 桁)＋種別*1(1 

桁：積極的支援の場合

は「2」、動機付け支援

の場合は「3」)＋個人

番号 (8 桁：自由に設

定。但し連番での設定

を遵守)の 11 桁 

 返戻ルールの明確

化必要 

 報告年度およ

びその前年ま

で以外の利用

券番号ならば

返戻等 

 

 /ClinicalDocument/participant[functionCode/@code= ”

2”]/associatedEntity/id/@extension 

 返戻条件 

 「利用券情報」が出現していない 

 利用券整理番号の年度が、報告年度及びその前年度以外の値を示して

いる。 

 備考 

 同一の利用券整理番号が、出現してもエラーとしない。（ダミーコード対

策） 

（5） 

血清クレアチ

ニン検査結果

の小数点以

下２桁まで表

示 

対象：様式変更 

実施機関→保険者 

保険者→国 

 

・ 小数点以下２桁まで表

示できるようにする。 

  

 必須項目ではなく、

その他の健診（人間

ドック、追加健診）に

おける受け入れ項

目の一環として取り

扱う。 

 出現場所 

 現在に同じ 

 返戻条件 

 有効桁数が不足している。（小数点以下２桁が存在しない） 

 備考 

 有効桁数チェックの現状については確認が必要。 

 

 

(6)【P】 

実施形態を

明確化する。 

対象：様式変更 

保険者→国 

・利用券番号を必須化し

た上で付番方法を徹底

する。 

・利用券番号の個人番号

「８桁」の１桁目を「実

施形態」の区分番号を

記入する運用ルールと

してはどうか。 

  【運用における課題認識】 

 保険者で、契約形態を入力することが必要となり、また、

集合契約Ａ・Ｂ、両方を契約している医療機関を区分する

場合には、決済情報の単価を比較する方法があるが、保険

者の事務負担が大きい。 

 個人番号については、８桁が必要ではないか。 

 実施機関マスターが月ごとに更新される。 

 

（7） 

積極的支援

における支援

B の必須解除 

対象：ルール徹底 

実施機関→保険者 

保険者→国 

・支援 B の最低実施ポイ

ントである 20ポイントの

チェックを無くし、支援

A160 ポイント以上、合計

180 ポイント以上となっ

ていない場合にチェック

するルールとする。 

 

  出現場所 

 返戻条件 

 積極的支援において、合計ポイントが 180ポイント未満 または、支援Aポ

イントが 160 ポイント未満である。 

 備考 

 必須チェックの解除が中心のため、変更負荷は少ないと思われる。 
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（8） 

健診結果につ

いて、事業主

健診の結果を

取得したもの

か、その他健

診の結果を取

得したものか

明確化 

対象：ルール徹底 

保険者→国 

・各保険者によって入力

ルールが異なっているた

め、健診プログラムコー

ドを必須化し、報告区分

コードとの組み合わせで

事業主健診を判別するよ

うルールを徹底する。 

 

 

・プログラムコードに

ついては、健診機関か

らの出力値をそのまま

用い、受取り側で使用

しないとなっているこ

とから、健診機関での

セットを保険者で確認

し、場合によっては、

再入力することが必

要。 

 

 出現場所 

 「報告区分コード」 

 /ClinicalDocument/code @code 

 「健診プログラムサービスコード」 

 /ClinicalDocument/documentationOf/serviceEvent/code @code 

 返戻条件 

 「健診プログラムサービスコード」設定が誤っていた場合の返戻をどうする

か。 

 備考 

 「報告区分コード」は、国への報告時は、10 で固定される。 

 

【運用における課題認識】 

 被扶養者がパート勤務先等で事業主健診を受け、その結果を

保険者が入手した場合の取り扱い。 

 協会けんぽにおいて「生活習慣病予防健診」が、事業者健診

と一体的に行われている場合の設定コード。 

 健保組合等において、人間ドックと事業主健診、特定健診が

同時に実施されるケースでの設定コード。 

 基本は、保険者側において、「健診プログラムサービスコード」

の記入を行う。（現在は、健診機関で設定された情報をそのま

ま設定して良いこととなっていることから、保険者側から健診

機関に対して設定コードを指定する必要がある。） 

（9） 

初回面接者と

６ヶ月後評価

者が同一者と

しない場合 

・ 改修不要    出現場所 

 返戻条件 

 個別事情によるので、システムでの自動返戻は行わない 

 備考 

 現状でも確認、同一者かの確認は行っていない 

 

 

（10） 

特定保健指

導の２年目の

特例（喫煙・

高血圧であっ

て、血液検査

結果のない者

への受診日

の初回面接） 

・ 改修不要 

 

 

 

 出現場所 

 返戻条件 

 個別事情によるので、システムでの自動返戻は行わない。 

 国側で確認行う場合の課題は、右カラム参照のこと 

 

 

【運用における課題認識】 

 国への報告においては、健診実施日と対応する保健指導

の初回実施日の整合確認は行わない。（整合確認を行う

のであれば、実施機関番号が、自前を意味する（55 から

始まる機関番号）であるか、チェックが必要。） 
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（11） 

保険者にお 

いて健診実 

施後に、服 

薬中であっ 

たことが判 

明した者の 

取扱い 

 

対象：ルール徹底 

保険者→国 

・ 健診の事後に、本人へ

の再確認を行ったと

いう項目を追加する

必要があるか。 

・ 項目を追加しない場

合には、個票情報ファ

イルと集計情報ファ

イルとの値が一致し

ないことをどのよう

に扱うか。 

 仮にレセプトから

対象者を抽出でき

たとしても、専門

職（医師、保健師、

管理栄養士等）に

よる本人への再確

認・同意という手

順を踏む必要があ

る。 

 また、上記のこと

を示す書類作成が

保険者において必

要。 

 

  

 

 


